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【手続補正書】
【提出日】平成20年2月27日(2008.2.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれ異なる調整抵抗値を割り当てた複数のユニットを直列に接続させて抵抗値を調
整するためのトリミング回路であって、
　前記複数のユニットの少なくとも１つは、
　制御端子を備えたスイッチ素子と、
　前記スイッチ素子に対して直列に接続した第１モジュールと、
　前記スイッチ素子及び第１モジュールに対して並列に接続した第２モジュールとを有し
、
　前記第２モジュールの抵抗値と、前記第１モジュールと前記第２モジュールとの合成抵
抗値との差分が前記調整抵抗値となるように、前記第１モジュール及び前記第２モジュー
ルを構成したことを特徴とするトリミング回路。
【請求項２】
　請求項１に記載のトリミング回路において、
　前記第１モジュール及び第２モジュールは、同じ抵抗値を有する複数の抵抗器を接続す
ることにより構成されていることを特徴とするトリミング回路。
【請求項３】
　請求項２に記載のトリミング回路において、
　前記第１モジュール及び第２モジュールは、前記抵抗器の数を少なくするように構成さ
れていることを特徴とするトリミング回路。
【請求項４】
　請求項２又は３に記載のトリミング回路において、
　前記第１モジュール及び第２モジュールを構成する抵抗器の数が同じとなる構成が複数
ある場合には、前記第１モジュールが前記第２モジュールよりも大きな抵抗値を有するよ
うに構成されていることを特徴とするトリミング回路。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１つに記載のトリミング回路において、
　ユニットのうち前記調整抵抗値が最も大きいユニットの前記調整抵抗値に対して、これ
以外のユニットの調整抵抗値が、１／２＾ｉ（ｉは整数）の調整抵抗値を生成することを
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特徴とするトリミング回路。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１つに記載のトリミング回路を用いた電子回路。
【請求項７】
　抵抗値の調整を生成するためのトリミング回路であって、
　ベース抵抗回路と、
　前記ベース抵抗回路に接続され、第１トランジスタと第１及び第２の直列に接続された
抵抗を含む第１ユニットであって、前記第１トランジスタは前記第１及びダイの抵抗と並
列に接続されている、第１ユニットと、
　前記第１ユニットに接続され、第２トランジスタと第３トランジスタとを含む第２ユニ
ットであって、前記第３トランジスタは前記第２トランジスタに並列に接続されている、
第２ユニットと、
　前記第２ユニットに接続され、第３トランジスタと前記第３トランジスタに直列に接続
される直列接続部と、前記直列接続部と前記第３トランジスタとに並列に接続される並列
接続部とを含んでいる第３ユニットと
を備える、トリミング回路。
【請求項８】
　請求項７に記載のトリミング回路において、前記第１及び第２の抵抗の各々は抵抗値Ｒ
を有し、前記第１トランジスタがオフのとき、前記第１ユニットの抵抗値は２Ｒであり、
前記第１トランジスタがオンのとき、前記第１ユニットの抵抗値はほとんど０である、ト
リミング回路。
【請求項９】
　請求項８に記載のトリミング回路において、前記第３抵抗は抵抗値Ｒを有し、前記第２
トランジスタがオフのとき、前記第２ユニットの抵抗値はＲであり、前記第２トランジス
タがオンのとき、前記第２ユニットの抵抗値はほとんど０である、トリミング回路。
【請求項１０】
　請求項９に記載のトリミング回路において、前記トリミング回路は、各々所定の抵抗値
２Ｒ，Ｒ，Ｒ／２，Ｒ／４，Ｒ／８及びＲ／１６を有する６つのユニットを含む、トリミ
ング回路。
【請求項１１】
　請求項７に記載のトリミング回路において、前記第３トランジスタはＮＭＯＳトランジ
スタである、トリミング回路。
【請求項１２】
　請求項７に記載のトリミング回路において、前記ベース抵抗回路は、出力電流を基準電
圧に変換する、トリミング回路。
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